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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

当社は企業価値の継続的な向上と社会から信頼される会社を実現するため、法令を遵守し、公正かつ迅速な経営判断と意思決定が出来るような
経営体制の整備を図っております。

弁護士・税理士・司法書士等外部専門家との契約を締結し、必要に応じてアドバイスを受けることにより経営の健全性、透明性、コンプライアンス

等に取り組んでおります。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【補充原則1‐２④　株主総会における権利行使】

当社の株主における機関投資家や海外投資家の比率が相対的に低いことから、議決権の電子行使や招集通知の英訳は行っておりません。今後

につきましては、株主構成の状況を踏まえて検討してまいります。

【補充原則３‐１②　情報開示の充実】

当社では、自社の株主における海外投資家比率を踏まえ、英語での情報の開示・提供は行っておりません。今後、海外投資家の比率の推移を踏

まえながら、必要性に応じて適切に対応してまいります。

【補充原則４－1②　中期経営計画の策定、公表】

当社では事業環境の変化が大きい中で、中期的な業績予想を公表することが必ずしも利害関係者の皆様の適切な分析や判断に有用ではないと

判断しており、中期経営計画の策定及び公表を行っておりません。

【補充原則４－1③　最高経営責任者の後継者計画】

当社では、現在のところ、最高経営責任者に関し具体的な後継者計画は有しておりませんが、当社の経営理念等や今後の経営戦略等を踏まえ、

取締役会での議論等を通して、後継者人材の計画的な育成に一層努めてまいります。

【原則４－８　独立社外取締役の有効な活用】

当社の独立社外取締役は現在弁護士資格を有する者1名でありますが、税理士の資格を有する2名の社外監査役が取締役会において専門的見

地から積極的に発言・助言を行っており、独立社外取締役を補完する機能を十分発揮していると考えております。

今後、必要に応じて独立社外取締役の複数選任についても検討してまいります。

【補充原則４‐１０①　任意の仕組みの活用】

当社の独立社外取締役は1名であり独立役員を主要な構成員とする諮問委員会は設置しておりませんが、取締役会・情報交換会等において社外

取締役・社外監査役から中立的・客観的な立場から経営陣幹部・取締役の指名・報酬に適切な関与・助言を得ております。

独立した諮問委員会の設置については、当社の組織体制を踏まえ、その必要性も含め検討してまいります。

【補充原則４－１１③　取締役会全体の実効性の分析・評価について】

現在、当社では取締役会の実効性の分析・評価を実施しておりませんが、各取締役が活発に建設的な意見を述べており、取締役会の実効性は

十分に機能していると判断しております。

【原則５－２　経営戦略や経営計画の策定・公表】および【補充原則５－２①　事業ポートフォリオに関する基本的な方針や事業ポートフォリオの見
直しの状況】　

当社は、【補充原則４－１②】に記載のとおり中期経営計画の策定及び公表を行ってりませんので、収益力・資本効率等に関する目標、事業ポート
フォリオに関する基本的な方針や事業ポートフォリオの見直しの状況の開示も行っておりません。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則１－４　政策保有株式】

当社は、持続的な成長と社会的価値、経済的価値を高めるため、業務提携、製品の安定調達など経営戦略の一環として、また、取引先及び地域

社会との良好な関係を構築し、事業の円滑な推進を図るため必要と判断する企業の株式を保有しています。

保有の意義が薄れたと考えられる政策保有株式については、できる限り速やかに処分・縮減をしていく基本方針のもと、取締役会において、毎

期、個別の政策保有株式について、政策保有の意義を検証し、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資すると認められ

ない株式がある場合は、その検証の結果を開示するとともに、株主として相手先企業との必要十分な対話を行います。対話の実施によっても、改

善が認められない株式については、適時・適切に売却します。なお、政策保有株式の議決権行使については議案の趣旨および内容を確認し、株

主価値の向上に資するものか否かを議案毎に確認し、議案への賛否を判断いたします。

【原則１－７　関連当事者間の取引】



　関連当事者間の重要な取引については、経営の透明性を高め会社の利益を保護するためにも取締役会決議事項としており、取引毎に取締役

会による事前承認・結果報告を実施しております。なお、利益相反防止の観点から、当該役員は決議から外れることとしています。

【補充原則２－４①　中核人材の多様性】

当社は、社内における人材の多様性を確保し、その多様性からくる異なる視点や価値観が存在することが会社の持続的な成長を確保するうえで
不可欠であるとの認識のもと、中途採用、女性の登用、外国人の採用など様々な方法で多様な人材の確保に努めてまいります。

現状、測定可能な管理職への登用目標を示すことは困難でありますが、能力ある女性、中途採用者を積極的に管理職へ登用することにより活躍
の場を広げております。一方外国人については管理職への登用は行っておりませんが、工場、宿泊施設においては多様化する顧客ニーズに対応
するため外国人を積極的に受け入れています。

また、多様性確保のため、子育て・介護と仕事を両立できるよう育児介護休業制度を有効活用していくとともにスキルアップを図るための人材教育
を引き続き推進してまいります。

【原則２－６　企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】

当社は企業年金制度等を導入しておりませんので、該当事項はありません。

【原則３－１　情報開示の充実】

（ⅰ）会社の目指すところ（経営理念等）や経営戦略、経営計画

経営理念や経営方針、経営戦略等については、有価証券報告書等で開示しております。

（ⅱ）コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針

コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針については、本報告書の「コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資

本構成、企業属性その他の基本情報」の「１．基本的な考え方」に記載しております。

（ⅲ）経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続

取締役の報酬の決定につきましては、平成18年6月28日開催の第57回定時株主総会にて決議されました取締役報酬等の範囲内において、取締

役報酬の大枠を取締役会において決定し、各取締役の個別報酬については人格、勤続年数、職務経験、業績、資格等の包括的な諸条件、また、

当社の企業価値向上に対する実効力に基づき、代表取締役副社長が中立的・客観的な立場である社外取締役・社外監査役からの適切な助言を

踏まえつつ個別報酬案を作成のうえ、代表取締役社長の承認を得て決定しております。また、取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株

式報酬は、平成30年6月27日開催の第69回定時株主総会にて決議されました譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬の総額の範囲内で

取締役会にて決定しております。

（ⅳ）経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続

取締役候補者は各分野における豊富な経験・知識、経営者としての能力・資質、多角的な視野を有している事等を選任基準としております。社外

取締役候補者は、広範な知識と経験、専門分野における十分な実績、高い見識を有し、経営の監督機能強化を図れることを選任基準としておりま

す。

監査役候補者は、会計の監査を含む当社の業務全般の監査面における高度の知識・技能を有すること等を選任基準としております。社外監査役

候補者は、財務、会計、技術、企業経営等における高い専門知識、豊富な経験を有している者を選任基準としております。取締役及び監査役候補

者案は社外取締役を含む取締役会において公正、透明かつ厳格な審議を経たうえで決定し、監査役候補者については監査役会の同意を得たう

えで、株主総会に選任議案として付議することとしております。

取締役・監査役の解任については、重大な不正、法令・定款違反等があり、当社の企業価値を著しく毀損する事態に至った場合に解任提案の対

象とし、社外取締役を含む取締役会において、公正、透明かつ厳格な審議を経たうえで決定いたします。

（ⅴ）経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明

取締役会が取締役・監査役候補の指名を行う際の個々の選任・指名についての説明は、株主総会において選任議案を上程する際に、社外取締

役及び社外監査役については招集通知の参考書類の中で説明しております。今後は、社外取締役及び社外監査役以外の個々の選任・指名・解

任についても、招集通知の参考書類の中で説明を行う予定であります。

【補充原則３‐１③　サステナビリティについての取組み等】

当社は、サステナビリティへの取り組みが中長期的な企業価値の向上に向けた重要な経営課題であると考え、常に実践可能なことを模索し積極
的に取り組んでおります。詳細につきましては当社ウェブサイトをご参照ください。

https://www.sanyu-co.co.jp

当社は、人的資本や知的財産が重要な経営資源であると認識しております。人的資源については、安心・安定した長期雇用を提供するとともに社
員の希望と現状分析に基づいた個別教育を実施するほか、資格取得に向けた支援制度の導入や技術教育を実施するなど、能力向上の強化と働
き方改革に努めております。知的財産については、IT技術の活用による生産効率の改善、モノづくり、コトづくりの高度化を進めてまいります。

【補充原則４－1①　取締役会から経営陣に対する委任の範囲】

当社は、取締役会規定において取締役会において決定すべきとする事項を定めております。それ以外の事項は職務分掌などにより決定され、取

締役に委任されております。

【原則４－９　独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】

当社は、東京証券取引所が定める独立性基準に基づいて独立社外取締役の候補者を選任しております。

【補充原則４－１１①　取締役会全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方】

当社取締役会は、各事業あるいは会社業務に精通し、その知識・経験・能力を十分に有する取締役ならびに高い識見と幅広い視点による経営に

対する助言と監督が期待できる社外取締役で構成されており、取締役会のバランスと多様性を確保することを基本的な考え方としています。

各取締役・監査役の有する専門的知識や経験をまとめたスキル・マトリックスを、当該報告書の最終頁に記載しております。

【補充原則４－１１②　取締役及び監査役の他の上場会社の役員兼任状況】

当社では、取締役および監査役の他社での兼任状況を事業報告書、有価証券報告書において開示しております。

【補充原則４－１４②　取締役・監査役に対するトレーニングの方針】

当社は、取締役・監査役に対して、期待される役割及び責務等に応じてトレーニングの機会を提供し、（会社で費用負担し）ております。また、新任

の社外取締役及び社外監査役に対しては、当社の経営方針や事業全般の説明を行い、当社の事業内容や経営課題への理解を深められるよう

説明の機会を設けております。



【原則５－１　株主との建設的な対話に関する方針】

当社は、株主との間で建設的な対話を行うため、総務・財務・その他の各部門が連携すべく情報共有する体制を構築し、総務部門が統括を行いま

す。

総務部門は各部門と鋭意協力して株主との建設的な対話を行います。

また、株主総会関連資料や決算情報等の各種経営情報を当社ホームページに掲出することにより株主へ情報提供を行う他、取締役が株主と直

接対話する場を定期的に設け、その場で得られた意見・提言等は必要に応じて取締役会にフィードバックするよう努めてまいります。

また、当社は「インサイダー取引管理規定」を定め、インサイダー情報の管理を適正に行っております。

２．資本構成

外国人株式保有比率 10%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

公益財団法人ホース未来福祉財団 400,000 10.00

株式会社井門コーポレーション 258,700 6.46

馬場　利明 208,900 5.22

株式会社三菱UFJ銀行 175,900 4.39

秋山　武男 171,400 4.28

村山　祐子 163,500 4.08

秋山鉄工建設株式会社 149,700 3.74

株式会社フリーパネル 139,000 3.47

馬場　邦明 111,330 2.78

株式会社井門エンタープライズ 100,000 2.50

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

―――

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 スタンダード

決算期 3 月

業種 建設業

直前事業年度末における（連結）従業員
数

100人以上500人未満

直前事業年度における（連結）売上高 100億円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――



５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

その他コーポレートガバナンスに重要な影響を与えうると考えられる特別な事情はありません。

Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査役設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 10 名

定款上の取締役の任期 2 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 9 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 2 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

2 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

永塚　良知 弁護士

細渕　英男 他の会社の出身者

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由



永塚　良知 ○ 光和総合法律事務所　パートナー弁護士

同氏は、弁護士として法曹界で豊富な経験を
積んでおり、その経験から適切な判断及び取
締役会に対する助言を行える人材であることか
ら、社外取締役に選任しております。

また、当社が上場している東京証券取引所の
定める独立性基準を満たしており、当社と同氏
との間には、特別な利害関係はなく、一般株主
と利益相反の生じるおそれがないことから、独
立役員として届け出ております。

細渕　英男 ○ 該当事項はありません

同氏は、建設業の経営に関する豊富な経験を
有しており、その経験を当社の経営に活かして
いただくべく、社外取締役に選任しております。

また、当社が上場している東京証券取引所の
定める独立性基準を満たしており、当社と同氏
との間には、特別な利害関係はなく、一般株主
と利益相反の生じるおそれがないことから、独
立役員として届け出ております。

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

なし

【監査役関係】

監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 3 名

監査役の人数 3 名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

監査役は会計監査人と必要に応じて情報交換を行うほか、監査実施結果等に関し、適宜説明を受け、監査業務が正確且つ有効に実施されるよう

連携を図っております。また、当社では内部管理体制の充実を目的に認証取得した「ISO９００１」に基づき社内監査人による内部監査及び外部機

関の審査を実施することにより、法令遵守の徹底、顧客満足度の向上、コンプライアンス意識の徹底、社内改善指導等を図っており、この内部監

査及び外部機関による審査の結果報告書を監査役に提出している他、J-SOX法推進事務局より財務報告に係る内部統制の有効性に関する報

告を実施することにより、監査業務が円滑に実施されるよう連携を図っております。

社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 2 名

社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

2 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k l m

工藤　隆志 税理士

千葉　進 税理士

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与



c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

d 上場会社の親会社の監査役

e 上場会社の兄弟会社の業務執行者

f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

i 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

j 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

m その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

工藤　隆志 ○ 工藤隆志税理士事務所所長

同氏は、税務及び会計に関する相当程度の知
見を有し、取締役会の意思決定の妥当性、適
正性を確保するための助言を行えることから、
社外監査役に選任しております。

また、当社が上場している東京証券取引所の
定める独立性基準を満たしており、当社と同氏
との間には、特別な利害関係はなく、一般株主
と利益相反の生じるおそれがないことから、独
立役員として届け出ております。

千葉　進 ○ 千葉進税理士事務所所長

同氏は、税務及び会計に関する相当程度の知
見を有し、取締役会の意思決定の妥当性、適
正性を確保するための助言を行えることから、
社外監査役に選任しております。

また、当社が上場している東京証券取引所の
定める独立性基準を満たしており、当社と同氏
との間には、特別な利害関係はなく、一般株主
と利益相反の生じるおそれがないことから、独
立役員として届け出ております。

【独立役員関係】

独立役員の人数 4 名

その他独立役員に関する事項

―――

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

その他

該当項目に関する補足説明

当社取締役（社外取締役を除く）に対して、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、取締役と株主の皆様との一層の価値
共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式を割り当てる株式報酬制度を導入しております。

ストックオプションの付与対象者

該当項目に関する補足説明



―――

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

報酬等の総額につきましては、事業報告および有価証券報告書において開示を行っております。

連結報酬等の総額が１億円以上の者が存在しないため、役員ごとの報酬は開示しておりません。

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

上記【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】に記載のとおりであります。

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

社外取締役及び社外監査役を補佐する専任の部署及びスタッフは設けておりませんが、総務部その他部門が必要に応じて情報提供等の支援を
する体制としているほか、取締役会、監査役会等において適宜情報の共有及び意思の疎通を図っております。

また、監査役が職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合は、その職務を補助するための従業員を置くことができる体制としております。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

１．取締役会

当社は原則毎月1回開催の取締役会に加えて緊急な意思決定が必要な場合においては臨時の取締役会を開催し、経営上の業務執行に係る重

要事項の報告、意思決定を迅速かつ的確に実施しております。また、経営幹部会を毎週開催し、取締役会における決定事項の報告のほか、業務

執行に係る事項を審議することにより、取締役会を補完し、経営環境の変化に迅速に対応できる体制を構築しております。

２．監査役会

当社は、3名の監査役から構成される監査役会を設置し、監査機能の強化を図っております。監査役は原則毎月1回開催の取締役会に出席する

ほか、重要な会議に出席し、経営全般に対する客観的な意見陳述を行うことにより、取締役の職務執行を監視できる体制を構築しております。

３．会計監査

会計監査は、会計監査契約を締結している監査法人により金融商品取引法等の法令に基づき実施されております。

４．選任・報酬の決定

上記【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】に記載のとおりであります。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

当社は、経営効率及び迅速な意思決定機能を維持し、機動的な経営判断により継続的な企業価値の向上を図っておりますが、客観的かつ独立し
た立場の社外取締役の選任により、取締役会の監督機能の強化を図っております。

また、当社は常勤監査役１名、社外監査役２名により構成される監査役会を設置しており、重要な意思決定の過程を把握するため、取締役会に監
査役が毎回出席し適宜意見を陳述しているほか、監査法人による会計監査、ISOに基づく外部機関による職務遂行状況等の継続的審査の実施
により、経営に対する客観的監視機能は有効に維持されているものと判断し、現状の体制としております。

Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明



集中日を回避した株主総会の設定

当社は集中日を回避することにより、一般株主が株主総会に出席しやすい環境を提供し
、株

主総会における質問事項・意見に対しては、誠実な対応を励行しております。さらに、株主
総会

終了後に開催している意見交換会により、一般株主様との相互理解を深め、また当社の
理

念、方針を理解していただくべく取り組んでおります。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有

無

IR資料のホームページ掲載
インターネット上の当社ウェブサイト（https://sanyu-co.co.jp）に決算情報、四半

期決算資料を掲載しております。

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

当社はCSR行動規範の中で各ステークホルダーの立場を尊重し行動、貢献するための方
向性

を示し、役員、社員に周知しております。

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施
当社CSR行動規範において企業の社会的責任に関する基本的な考え方、具体的行動規
範を

各項目ごとに定め、企業活動に取り組んでおります。

Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

内部統制システムに関する基本的な考え方

当社は創意・熱意・誠意の３点を経営の基本綱領として掲げ、企業価値の継続的発展および顧客満足度の向上を図るため、基本方針として（１）

顧客満足度の重視・（２）先端技術の追求・（３）法令の遵守・（４）社内の改善及び活性化、を定め、全ての役員及び従業員はこの基本方針に基づ

き、業務執行を行っております。

当社は、この基本綱領・基本方針の下、適正な業務執行のための体制を整備し、運用していくことが重要な経営の責務であると認識し、以下の内

部統制システムを構築しております。

整備状況

１．取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

取締役及び使用人が法令・定款を遵守し、社会倫理を尊重する行動ができるように会社の基本方針を定め、取締役及び使用人に周知徹底させる
。各業務担当取締役は内部統制を推進するとともに法令遵守の教育・研修を継続的に実施し、法令遵守実効性の確保に努める。

２．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

取締役の職務執行に係る情報を文書（電磁的記録等を含む）に記録・保存する事については当社の文書管理規程に従って管理を行い、取締役及
び監査役は常時これを閲覧できるものとする。

３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制

法令遵守、環境、災害、品質、情報セキュリティ等に係る当社のリスク管理については、担当部署にて規則の制定、研修の実施、マニュアルの作
成・公開等を行うものとし、リスク状況の監視は取締役会により任命された内部監査責任者を中心とした内部監査チームが組織横断的にこれを行
う。新たなリスクについては取締役会にて速やかに対応を行う。

４．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

取締役の職務執行の効率化を図るため、取締役会を原則として月一回以上開催し、正確な情報の共有及び迅速な意思決定を行う。また、取締役
会は会社全体の権限分配・意思決定ルールを策定し、各業務担当取締役は各部門の具体的な実効策を定め、改善の余地がある際には、改善を



行うことにより会社全体の職務効率化を図る。

５．当社並びに子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

子会社を主管する当社の役員が、子会社の経営会議に必要に応じて出席し、その業務、取締役等の職務の執行状況、その他経営上の重要事項
等の報告を受ける。また、子会社の役員は一定の重要事項について適時・適切に報告を行う体制とする。

この情報に基づき、当社は子会社のリスク評価等を行うほか、重要案件についてはその業務内容について事前協議を行うこと等により、子会社の
取締役の職務の執行の効率を確保する。

当社は、子会社における職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため、会社の基本方針を企業集団で共有し、コンプライアンス意
識の向上を図る。

６．監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に
関する事項並びに当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

監査役が職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、当社はその求めに応じ、使用人を置くこととし、監査業務を補助する範囲内において
は、使用人に対する指揮命令権限は監査役に帰属し、取締役及び他の使用人は監査役の補助使用人に対して指揮命令権限を有しない。また、
当該使用人の人事異動、人事評価、懲罰等の決定に当たっては、事前に監査役の承認を得ることとする。

７．監査役への報告に関する体制並びに報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

当社及び子会社の役員及び使用人は、当社グループに重大な影響を及ぼすおそれがある事実その他事業運営上の重要事項を適時・適切に報
告し、内部監査チームは内部監査の結果を適時、適切な方法により監査役に報告する。なお、監査役に報告を行った者が当該報告をしたことを理
由として不利益な取り扱いを受けないことを確保する体制とする。

８．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

代表取締役は、監査役と定期的な意見交換を実施するとともに、監査役へ適宜必要な情報を提供し、監査役が当社の会計監査人や内部監査チ
ームと定期的に情報交換をする他、監査業務に関する助言を受けるため、必要に応じて弁護士、公認会計士、コンサルタントその他の外部専門
家を活用できる体制とする。監査役が、その職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還等の請求をしたときは、当該監査役の職務の執
行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。

９．反社会的勢力排除に向けた体制

当社及び子会社は、健全な企業活動、市民社会の秩序や安全に障害や脅威を与える反社会的勢力及び団体に対し、毅然とした態度で臨み、一
切の関係を遮断する。また、反社会的勢力及び団体から不当な要求があった場合には、必要に応じて外部機関（警察、弁護士等）と連携し、毅然
とした組織的対応をとることとする。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

当社及び当社グループ会社は、「健全な企業活動、市民社会の秩序や安全に障害や脅威を与える反社会的勢力及び団体に対し、毅然とした態

度で臨み、一切の関係を遮断するほか、不当な要求には妥協しない。」とCSR行動規範に定め、社内周知を行っております。また、反社会的勢力

及び団体から不当な要求等があった場合には、必要に応じて外部機関（警察、弁護士等）と連携し、毅然とした組織的対応をとることとする。

Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

―――

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

当社では、投資家に対する適時適切な会社情報の開示が経営の健全性、透明性、コンプライアンスを図るうえで重要であるとの認識のもと、適時
開示を実施するための体制を整え、適時適切な開示を行うとともに、その重要性を社員に対し周知・啓発してまいる所存です。





報告

開示書類作成指示

報告 確認

提出

開示指示 付議

承認

承認

承認・開示指示

会社情報の適時開示

情報発生部署責任者

情報発生部署責任者

情報発生部署

経理部・総務部担当者

情報取扱責任者

（代表取締役副社⾧）

代表取締役社⾧

原案提出

【適時開示体制の概要】

代表取締役社⾧

（代表取締役副社⾧）

情報取扱責任者

子会社代表取締役社⾧

各事業部門⾧

情報発生部署責任者

取締役会



■当社取締役及び監査役に求める専門性及び経験

※ 各人に特に期待される項目を記載しております。上記一覧表は、各人の有する全ての

知見や経験を表すものではありません。

〇 〇 〇
社外取締役

氏 名

〇 〇

〇 〇 〇

〇

〇 〇

〇

〇〇 〇

〇

〇 〇 〇

〇 〇

〇 〇

〇

〇 〇 〇 〇 〇

〇 〇 〇

〇 〇

〇 〇

〇 〇 〇 〇 〇

〇 〇 〇

財

務

・

会

計

労

務

・

人

材

開

発

法

務

・

ガ

バ

ナ

ン

ス

技

術

・

サ
ー

ビ

ス

E

S

G

・

サ

ス

テ

ナ

ビ

リ

テ
ィ

〇 〇 〇 〇

企

業

経

営

営

業

・

マ
ー

ケ

テ
ィ

ン

グ

〇 〇

工藤 隆志

社外監査役

千葉 進

社外監査役

⾧谷川 哲夫

取締役

永塚 良知

社外取締役

宇高 稚彦

監査役

細渕 英男

大友 正弘

取締役

村山 泰一

取締役

下瀬川 泰

取締役

馬場 宏二郎

代表取締役社⾧

馬場 雄一郎

代表取締役副社⾧

清本 孝敏

常務取締役




